
公共施設使用料の改定に関するご案内
市では「第 4 次行政改革大綱」に基づき、公共施設使用料の見直しを行いました。
近年の施設の管理運営環境の変化を踏まえ、受益者負担の適正化と負担の公平性を確保する観点から、
施設の維持管理にかかるコスト計算を行い、使用料の算定方法を統一した上で見直しを行ったものです。
なお、改定額の上下限を設けて、使用料の急激な増減額を緩和します。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

令和4年4月1日以後の申請分から改定した使用料を適用します。令和4年3月31日までの申請分は、
現行の使用料を適用します。

問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX
●費用の記載のないものは無料です。 ●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。 ●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。

とり親世帯分の給付金を受け取
った方を除く）
①令和３年３月31日時点で18歳
未満の児童（障がい児の場合、
20歳未満）を養育する父母な
ど
②令和３年度住民税（均等割）が
非課税の方または令和３年１月
１日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
※住民税の申告がお済みでない
方、収入がなかったため申告を
していない方などは、速やかに
住民税の申告をしてください。
住民税未申告の場合、本給付金
の審査ができず、支給すること
ができません。
▼支給額
児童１人当たり一律５万円
▼申請期限
令和４年２月28日（月）
令和３年４月分の児童手当など
の受給者または令和３年５月分
～令和４年３月分の児童手当な
どの新規認定者で住民税非課税
の方（住民税未申告の方・公務
員の方を除く）は申請不要で
す。対象の方には、順次案内お
よび支払通知を送付していま
す。
上記以外の方は申請が必要で
す。
　市役所児童課（内線155）

今年度は、２年に１度の入札参
加資格申請更新の年となります。
令和４・５年度に、市が発注す
る建設工事などの入札に参加を希
望される業者の方の定時受け付け
を行います。
▼定時受付期間（申請データの入
力期間）
令和４年１月４日（火）～２月
15日（火）午前８時～午後８
時（平日のみ）

▼別送書類の提出期限
申請仮受付日（申請データ送信
日）から土・日曜日、祝日を含
む7日以内（必着）

に１度の小規模工事契約希望者登
録申請更新の年となります。
▼定時受付期間
令和４年２月１日（火）～２月
28日（月）午前９時～午後５
時（平日のみ、正午～午後１時
までを除く）

▼申請方法
市役所財政課まで申請書などを
持参してください。（郵送不
可）
なお、詳細については、市ホー
ムページ（事業者情報）をご覧
ください。

　市役所財政課（内線464）

※最終提出期限は令和４年２月
22日（火）（必着）

▼申請方法
・建設工事、測量／設計／監理委
託業務の場合
「あいち電子調達共同システム
（CALS/EC）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
https://www.chotatsu.e-aic
hi.jp/portal/index.jsp

・物品購入、その他委託の場合
「あいち電子調達共同システム
（物品等）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
http://www.buppin.e-aichi.jp/
なお、詳細については、市ホー

ムページ（事業者情報）をご覧く

ださい。
　市役所財政課（内線464）

市が発注する小額で内容が軽易
な工事（１件の予定価格が130万
円を超えないもの）について、弥
富市入札参加資格者名簿に登載さ
れていない方を対象に、随意契約
の受注を希望する方の登録を受け
付け、市内小規模事業者の受注機
会の拡大を図ることを目的とし
て、小規模工事契約希望者登録制
度を実施しております。
今年度（令和３年度）は、２年

１事業者あたり10万円
（予算上限に達し次第終了しま
す。）

▼申請期間
12月１日（水）～ 令和４年２
月18日（金）

※県のあいスタ認証取得に日数が
かかるため、早めに手続きをお
願いします。

▼その他
その他条件がありますので、詳
細は市のHPをご覧になるか、
お問い合わせください。

　市役所商工観光課（内線243）

５月より、ひとり親世帯を支援
するため、給付金を支給していま
す。
▼支給対象者
以下のいずれかに該当する方

①令和３年４月分の児童扶養手当
が支給された方

②公的年金などを受給しており、
令和３年４月分の児童扶養手当
の支給を受けていない方

③新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給
している方と同じ水準となって
いる方

▼支給額
児童１人当たり一律５万円

▼申請期限
令和４年２月28日（月）
①に該当する方は申請不要で
す。令和３年５月にすでに支給
しております。
②、③に該当する方は申請が必
要です。
　市役所児童課（内線155）

７月より、低所得の子育て世帯
を支援するため、給付金を支給し
ています。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ

市民の皆さんと、すがすがしい気
持ちで新年のあいさつを交わし、新
しい年の門出を祝いましょう。
※新型コロナウイルス感染症の状
　況によりやむを得ず中止とする
　場合、市ホームページでお知ら
　せします。
▼と　き　令和４年１月４日（火）
○弥生学区、桜・日の出学区、白
　鳥学区
　受　付：午前９時～９時15分
　交歓会：午前９時15分～10時
○大藤学区、栄南学区、十四山地区
　受　付：午前10時30分～10時
　45分
　交歓会：午前10時45分～11時
　30分
▼ところ　
　総合社会教育センター　公民館
　ホール
※駐車場に限りがあるため、でき
　るかぎり乗りあわせてお越しく
　ださい。
　市役所人事秘書課（内線474・
475）

▼対象事業者
弥富市内で飲食店を営む中小事
業者の内、令和４年１月31日
までに県の実施するあいスタ認
証を受けている者。
※テイクアウトおよびデリバリー
専門店など、その場所で飲食す
ることを主たる目的とした設備
を有さない飲食店は対象となり
ません。
▼支援金

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。
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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。
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お知らせします

新春交歓会を開催します

弥富市新型コロナウイルス
感染症対策市内飲食店
支援金

子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯分）
について

令和４・５年度
小規模工事契約希望者
登録の定時申請について

令和４・５年度
入札参加資格申請の
定時受け付けについて

子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯
以外分）について

市民ホール
総合福祉センター
いこいの里
十四山総合福祉センター
さくら児童館
白鳥児童館
栄南児童館
弥生児童館
大藤児童館
農村環境改善センター
農村多目的センター
産業会館
南部コミュニティセンター
白鳥コミュニティセンター
中央公民館

市役所財政課（内線 465）
総合福祉センター ☎65－8103
いこいの里 ☎69－1600
十四山総合福祉センター ☎52－3800

市役所児童課（内線 154）

市役所農政課（内線 255）

市役所商工観光課（内線 243）

市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）
☎65－0002

さくら会館
市民グランド
グランド
（亀の子・二葉・鍋田川・上野・
境港多目的・木曽川・八穂）

テニスコート（水明・二葉・おみよし）
武道場
学校体育館
学校運動場
総合体育館
十四山公民館
グランド（子宝）
テニスコート（子宝）
十四山体育館
十四山中学校運動場
十四山スポーツセンター

市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）
☎65－0002

十四山スポーツセンター
☎52－2110

施設名称 問い合わせ先 施設名称 問い合わせ先

令和 4 年 4 月 1 日から公共施設使用料が変わります

改 定 日

使用料を改定する施設一覧

※改定料金の詳細は、各施設や市ホームページからもご覧いただけます。
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